
令和６年度氷川町農業元気づくり支援事業内容一覧 

事業対象者 事業区分 事業内容 補助対象資材 採択基準 補助率 

次の条件をすべて

満たすもの 

(1)氷川町に住民登

録があること。 

(2)認定農業者であ

ること。 

(3)町税の滞納がな

いこと。 

(4)受益戸数が 3 戸

以上の農業者で組

織する団体である

こと。 

(1)いちご減農薬

推進事業 

いちごの定植後の重要病害虫対

策のための長期残効農薬購入に

対する補助 

長期残効農薬（ベリマークＳＣ） 
対象品目：イチゴ 

事業量上限：使用回数１回分まで 

1／3 

以内 

(2)施設園芸薬剤

抵抗性害虫対策

事業 

薬剤抵抗性のあるコナジラミ防

除に係る気門封鎖剤の購入に対

する補助 

気門封鎖剤（サフオイル乳剤等） 

対象品目：トマト・ミニトマト 

事業量上限：使用回数１回分まで 
1／3 

以内 

(3)露地野菜重要

害虫対策事業 

チョウ目害虫等の防除のための

新規登録殺虫剤の購入に対する

補助 

殺虫剤（ブロフレアＳＣ） 

対象品目：アブラナ科野菜 

事業量上限：使用回数１回分まで 

面積上限：100aまで。ただし、100aを

超えた分は、面積の 1/2を加算 

1／3 

以内 

(4)葉たばこ重要

病害対策事業 

タバコ黄斑エソ病対策に要する

殺虫剤の購入に対する補助 

殺虫剤（アドマイヤー水和剤、アグロス

リン乳剤） 

対象品目：葉たばこ 

事業量上限：資材ごとに使用回数１回

分まで 

1／3 

以内 

(5)梨重要害虫対

策事業 

チョウ目害虫等の防除のための

新規登録殺虫剤の購入に対する

補助 

交尾阻害剤（コンフューザーN）、殺虫剤

（サムコルフロアブル、フェニックス顆

粒水和剤）、展着剤（アビオン E） 

対象品目：梨 

事業量上限：資材ごとに使用回数１回

分まで 

1／3 

以内 

(6)柑橘類品質向

上対策事業 

水腐れや浮皮の発生を抑えるた

めの植物成長調整剤の購入に対

する補助 

植物成長調整剤（ジベレリン液剤、ジャ

スモメート液剤）、展着剤（アビオンE） 

対象品目：柑橘類 

事業量上限：資材ごとに使用回数１回

分まで 

1／3 

以内 

(7)牛異常産予防

ワクチン接種事

業 

牛異常産四種混合ワクチン利用

に対する補助 
牛異常産四種混合ワクチン 対象家畜：乳用牛・肉用牛 

１頭に

つき

600円

以内 

(8)花日持ち性向

上推進事業 

日持ち保証に係る処理剤の購入

に対する補助 

クリザール K-20C、クリザールプロフェ

ッショナル 2コンセントレート 

対象品目：花 

薬剤上限：１戸につきクリザール K-

20C（5Ｌ）、クリザールプロフェッシ

ョナル 2コンセントレート（25Ｌ）の

どちらか一方を 1本まで 

1／3 

以内 

 


